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令和５年第７回海老名市農業委員会定例総会 

 

 令和５年７月２６日「令和５年第７回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。 

 招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

１番 深澤 伸治   ２番 宮䑓 功   ３番 澤地 正典   ４番 井上 勝 

５番 鈴木 守    ６番 岩壁 正和  ７番 三廻部 茂   ８番 波多野 寛 

９番 市川 和美  １０番 小松 佐一 １１番 鈴木 徹   １２番 橋本 保 

１３番 青木 莊一 １４番 牛村 律子 

 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。 

１５番 本多 洋  １６番 大貫 信夫 １７番 重田 政一  １８番 西海 正義 

１９番 西山 勝敏 ２０番 鴨志田ひろし 

 

 事務局の出席は次のとおりである。 

事務局長 秦 芳生、主幹兼管理係長 尾山 剛、主任主事 槇田 晃、 

主  事 髙野 栞 

 

 会議事項は次のとおりである。 

日程第１ 議案第３９号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第２ 議案第４０号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第３ 議案第４１号  引き続き農業を行っている旨の証明について 

日程第４ 議案第４２号  農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

日程第５ 議案第４３号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

 審議事項は次のとおりである。 

（１）農地造成工事施工届出書について 

（２）農地の使用貸借権の解約について 

（３）農地転用届出による専決処分について 
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 会長が開会を宣言した。（開会の時間：午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１４名です。また、農地利用最適化推進委員、６

名が出席をしております。定数に達しておりますので、会議は成立いたしま

した。 

       次に、海老名市農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員

を指名させていただきますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしですので、８番委員と９番委員を指名いたします。 

       それでは、議案書３ページから５ページ、４．報告事項（１）活動状況に

ついて、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況について、事

務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】 （先月の活動状況、農地の移動状況、県許可の状況を報告した。） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。ただいまの報告につきまして、何かご質問

等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、報告事項ですので、この程度にさせていただきます。 

       本日は、傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議

規則第１４条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますので、許可

したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしということですので、傍聴を許可いたします。傍聴人を入室させ

てください。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       議案書６ページ、５．付議事項の日程第１、議案第３９号 農地法第３条

の規定による許可申請についてを議題といたします。 

       受付番号２０についてですが、お諮りをいたします。受付番号２０と２１

は、譲渡人と譲受人が同世帯の世帯内贈与であることから、説明、質疑、意

見まで一括して行い、採決は個別に行いたいと思いますが、ご異議ございま
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せんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、事務局から一括して提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号２０、２１番と一括して提案説明をいたします 

      。 

       まずは受付番号２０、申請地は、中新田■■■■■■■■、こちら、場所

なのですけれども、すぐそばに市役所の西側催事場広場がございまして、一

番南側のほうです。今、住宅が何軒か並んでいるのですけれども、そこに道

路がありまして、その南側に田んぼがあります。その一番道路側の田んぼが

この■■■■■■■■になります。登記簿地目、田、現況地目、田、面積、

■■■平米、議案書のとおりでございます。譲受人は、大谷北■■■■■■

■■、■■■、譲渡人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、権利の種類

は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与でございます。現地の案内図及び写

真につきましては、資料１－１でございます。 

       続きまして、受付番号２１、申請地は、中新田■■■■■■■、登記簿地

目、田、現況地目、田、面積、■■■平米、議案書のとおりでございます。

譲受人は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、譲渡人は、大谷北■■■■

■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与で

ございます。現地の案内図及び写真につきましては、資料２－１でございま

す。 

       なお、受付番号２０番の■■■さんですけれども、■■■■さんの子供、

要は娘さんになります。受付番号２１番の■■■■さんのほうは、■■■■

さんの孫に当たります。先ほどの■■■さんの子、長男という関係になりま

す。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。７番委員。 

【７番委員】 本件は、６月２７日に■■■■さんご本人から説明を受けました。２０番

のほうは、今ご説明がありましたように、娘さんに、そして、２１番のほう

はお孫さんへということで、世帯内贈与をしたい旨のお話がありました。お
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２人とも農家台帳に登録されているということで、また、現地も田んぼで稲

作を耕作されていて、問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明を一括でお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明でございます。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■■さん

、■■■さん、■さん、■■さんの４人が農業従事者だそうです。経営主に

つきましては、令和５年の農家台帳において■■さんになっております。農

業への従事状況についてでございます。農業経験年数は、■■さんが６５年

、■■■さんが５５年、■さんが１５年、■■さんが３年だそうです。農業

従事日数は、■■さんが３００日、■■■さんが２８０日、■さんが１００

日、■■さんが１５０日だそうです。■■さんの世帯の現在の農業経営面積

でございますが、自作地の田が■■■■■平米、畑が■■■■■■■■平米

、合計、■■■■■■■■平米、借入地の田が■■■■■平米でございます

。機械についてでございます。主要農機具といたしまして、耕運機が２台、

トラクター１台、田植機２台、コンバイン２台、防除機３台、トラック２台

を所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請書

に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として

特に問題なしと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が定

められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この

案件に関しましては特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 昨日、現地調査班、第４班５名と事務局２名で申請地、２０、２１を見て

まいりました。当該申請地につきましては、水稲、稲が植えつけられており

まして、良好に管理されておりました。また、世帯内贈与ということであり

ますので、特に問題はないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、受付番号２０と２１について、質疑のある方、一括でお願いい

たします。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、採決に入らせていただきます。 

       まず、受付番号２０について、許可することに賛成の方の挙手を求めます 

      。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可するものといたします。 

       続けて、受付番号２１について、許可することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可するものといたします。 

       続きまして、受付番号２２について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号２２です。申請地は、大谷■■■■■■です。

場所なのですけれども、市役所のこちらの海老名駅大谷線、これを南のほう

に下っていただきますと、大谷水門前交差点という交差点がございます。そ

の交差点からさらに南のほうに行っていただき、２本目の道路、これを左折

したところが当該地になります。登記簿地目、田、現況地目、田、面積、■

■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます。譲受人は、大谷南■■

■■■■■、■■■、譲渡人は、東京都品川区■■■■■■■■■■■■■

■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大

でございます。現地の案内図及び写真については、資料３－１でございます

。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。７番委員。 

【７番委員】 こちらの案件は、７月６日に業者の方が見えられて説明を受けております

。この該当する田でございますけれども、農用地の利用集積で賃貸借権が設

定されております。ということで、譲受人が耕作をされているという状況で
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あり、現状も田として良好に耕作されていて、問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 詳細説明についてです。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございますが、■■■さんお

１人が農業従事者だそうです。経営主につきましても、令和５年の農家台帳

において■■■さんになっております。農業への従事状況についてでござい

ます。■■さんの農業経験年数は５５年、農業従事日数は１５０日だそうで

す。■■さんの現在の農業経営面積でございますが、自作地の田が■■■平

米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■平米、借入地の田が■■■■■

平米でございます。次、機械についてでございます。主要農機具といたしま

して、耕運機１台、トラクター１台、田植機１台、防除機１台、トラック１

台を所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請

書に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人とし

て特に問題なしと思われます。そのほか、許可をすることができない場合が

定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。こ

の案件に関しまして、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【事務局長】 １１ページを御覧いただいてよろしいでしょうか。先ほど７番委員のほう

から、既にここはこの２人で貸し借りが設定されているということで、１１

ページの通知については後で議題にさせていただきたいと思いますけれども

、先に流れ的に３条のほうでやったほうが分かりやすいかなということで、

参考までに７番委員さんのでしたら１１ページのことも借主が今回の３条で

取得しようとしている人がやっているよという意味でございますので、つけ

足しいたします。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請につきましても、昨日、調査に行ってまいりました。今回の参考

資料３の中にあります写真でも分かるとおり、水稲が植えつけられておりま

して、農地として良好に管理されておりましたので、特に問題はないと思わ
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れます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、受付番号２２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２２について、採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可するものといたします。 

       続きまして、受付番号２３について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号２３です。申請地は、杉久保南■■■■■■■

■■、こちらの場所なのですけれども、金指牧場の東側、５月の定例総会に

おきまして、■■■■■■■■、■■■■■■■■■■の５条許可申請のあ

った土地のすぐ東側になります。登記簿地目、田、現況地目、畑、面積、■

■■平米、議案書のとおりでございます。譲受人は、綾瀬市■■■■■■■

■、■■■■、譲渡人は、東京都町田市■■■■■■■■■■■■■、■■

■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大でございま

す。現地の案内図及び写真につきましては、資料４－１でございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       これは市外の方の間の権利移動になりますが、地区委員から何かございま

すでしょうか。１１番委員。 

【１１番委員】 ご本人ともお会いしていませんし、だったのですけれども、先日、事務

局のほうからお話をいただきまして、現地を見に行ってまいりました。写真

の資料４－１にあるように、きれいに管理はされているようですし、ご近所

との問題もないということでしたので、問題はないのではないかと思ってお

ります。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 
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【主幹兼管理係長】 それでは、詳細説明です。 

       ■■さんの農家世帯としての状況についてでございます。綾瀬市の農地台

帳によりますと、■■■■さん、子の■さんの２名が農業従事者だそうです

。経営主につきましては、子の■さんになっております。農業への従事状況

についてでございます。■■■■さん及び子の■さんの農業経験年数につき

ましては、これは農地台帳のほうに記載がございませんでしたので、直接綾

瀬市農業委員会事務局のほうに確認をいたしました。その結果、■■■■さ

んは４０年以上、子の■さんは２０年以上だそうです。農業従事日数は、ご

両名とも２８０日だそうです。■■さんの現在の農業経営面積でございます

が、自作地の田が■■■■■平米、畑が■■■■■■■平米、小作地の畑が

■■■■■平米、合計、■■■■■■■平米、貸付地の畑が■■■■■平米

でございます。機械についてでございます。主要農機具として、耕運機３台

、トラクター４台、田植機１台、コンバイン２台、防除機２台、その他９台

を所有しております。取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨が申請書

に記載されており、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人として

特に問題なしと思われます。そのほか、許可することができない場合が定め

られている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございません。この案

件に関しまして、特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 昨日、この申請地につきましても現地調査に行ってまいりました。資料４

の写真にもあるとおり、現在、作付はされておりませんでしたが、草刈り等

も済まされており、特に問題はないと思われます。 

       以上です。 

【主幹兼管理係長】 先ほど詳細説明の中で、■■さんの現在の農業経営面積、こちらの

ほう、一部修正させていただきます。先ほど貸付地の畑を私は■■■■■平

米と説明したのですが、■■■■■平米、議案書のとおりです。■■■■■

平米に訂正させていただきます。 

【議  長】 それでは、受付番号２３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２３について、採決をさせていただきます。 

       許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可するものといたします。 

       次に、議案書７ページ、日程第２、議案第４０号 農地法第５条の規定に

よる許可申請についてを議題といたします。 

       受付番号８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主任主事】 受付番号８、申請地は、本郷■■■■■■■■、こちらの場所につきまし

ては、■■■■■■の東側にございます。登記簿地目、田、■■■平米、ほ

か１筆、議案書のとおりでございます。転用者は、高座郡寒川町■■■■■

■■■、■■■■■■■■、■■■■■■■■■、譲受人は、本郷■■■■

■■■■、■■■■、議案書のとおりです。転用の目的は、車両置場、権利

の種類は、所有権の移転です。現地の案内図及び写真につきましては、資料

５－１を御覧ください。 

       なお、資料につきましては、資料５－２から５－５まで、公図、土地利用

計画図、断面図、排水計画平面図をお配りしております。 

       以上でございます。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。２０番委員。 

【２０番委員】 前日、現地を確認いたしまして、地目は田になっておりますが、いつ植

わっていたか分からないですが、畑の状態になっており、東側が田んぼと畑

との隣接しておりますので、その辺の境の処置がちゃんとされることと、あ

と、出入口の道路が南側の道路のところの排水関係をどういうふうにするの

か、ちょっと図のほうでは分からなかったので、その辺がクリアできれば、

特に問題はないと考えます。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主任主事】 本件について、譲受人である■■■■■■■■は、海老名市内及び神奈川

県内を中心に加工食品及び冷凍冷蔵食品の運送、物流、保管業を行っており
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、本社の一部利用、車両置場の立ち退き及び海老名市内の業務受注件数の増

加により、申請地南側にある海老名営業所周辺で発着可能な保有運送車両１

２台分の新たな車両置場用地の確保が必須、急務となっております。車両用

地確保によって、より効率的で無駄のない円滑な運送システム構築や配送計

画及び実施が可能となり、早急に条件に合う土地を探していたところ、要件

に最も適した本申請地が見つかり、本件申請に至りました。また、地形や面

積、海老名営業所の目の前という位置も最適であり、本社との位置関係や周

辺道路環境も良好であるとともに、利便性にすぐれていることから、本申請

地を選定することとなりました。 

       続いて、本件申請地の農地の立地基準については、第３種農地となります

。別紙資料５－１の中段に記載してありますとおり、こちらは、農用地区域

外で、甲種農地の要件に該当せず、南側道路に上水管、下水管が埋設されて

いる沿道の区域にあり、かつ、申請地からおおむね５００メートル以内に２

以上の医療施設、海老名あおばクリニックとえびな桂冠内科クリニックが存

することから、第３種農地と判断できます。 

       続きまして、資料５－３、土地利用計画図を御覧ください。図は、左が北

を指しております。南側１か所に出入口を設けており、敷地内を砕石舗装の

上、転圧し、土砂等の流出を防止するため、周囲の必要箇所に土留めを設置

し、南側の排水口は自費施工で整備することになっております。雨水につい

ては、北側に雨水貯留浸透槽を設置し、水勾配によって北側に流れる構造に

なっておりますが、オーバーフロー分は敷地内処理浸透する計画でございま

す。また、申請書により、許可後の転用目的どおり、使用の制約や、隣地同

意書による近隣農地所有者からの同意も得ております。以上、転用が不確実

とされる要因は確認できず、周囲の土地への被害防除策も図られていること

から、転用やむなしと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請地につきましても、昨日、現地調査をしてまいりました。現況が

田から畑になっているということで、耕作はされておりませんでしたが、あ

る一定程度の草刈り等もされておりました。この■■■■■と■■■■■、
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２筆で、北側のほうの■■■■■のほうの西側に田んぼが接しているんです

が、この田んぼは今水田耕作をされておりませんでした。その南側の■■■

■■の西側、ここは畑等になっており、サトイモ等が植わっておりました。

このような現状の中で、土留め等の対応をするという形になっておりますの

で、それが確かにできれば問題はないと考えられます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号８について、質疑のある方。 

【１９番委員】 農地転用に関しては問題ないのですけれども、農地転用した後の問題な

んですが、まず貯留槽の問題です。１１４メートルで、両側の段差が２０セ

ンチ、そうすると、この勾配が何％かというと、０．１７％、１．７パーミ

ルなんですよ。これ、水、流れるのという問題がありますね。だから、この

貯留槽をやはり両側に設けないとまずいのではないかという点です。要は、

勾配が緩過ぎてレベルに近い。ましてや、舗装しているのならば勾配は多少

つけやすいのですけれども、舗装しないで砂利敷きになってしまうので、車

が走っているうちに地盤は下がりますから、当然この勾配ではほとんどレベ

ルが逆勾配になってしまうということで、この貯留槽を２か所両側につけた

ほうがいいのではないかというのが１つ。 

       あともう１つは、自費工事という形で丸めちゃっているのだけれども、自

費工事ならば、どんな構造物をこの入り口のところにつくるのかという図が

ないのですよ。ボックスカルバートのようなものをつくるのか、その辺の形

の形状が明示されていないので、これは自費工事のところは用水路が走って

いますので、この構造物を明確にしてほしいというのが２点目です。 

       それと３点目、万能鋼板土留めというのは基本的には仮設なんですよね。

将来撤去してもいいようなものをつくる、仮設の土留めなんですよ。本来の

土留めとは違いますので。これが境界線上に走ってくるので、農地と農地の

間だったら別に境界線は曖昧でもいいんですが、宅地になってしまうような

土地なので、境界線ははっきりしておいたほうがいいのではないのかと。こ

の万能鋼板ではゆがんでしまう可能性があって、境界がおかしくなってしま

う。片側は公道と接していますし、片側の道が接している。私にしてみると

、万能鋼板ではなくて、ブロックを積めよというほうがいいのかなと思うの
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ですが、それが３点目です。 

       あと、図で、字が間違っているので。「採石敷」と書いてあります「採石

」の「採」が違うのです。いしへんの「砕」なんですよ。敷地内全面砕石敷

という、砕石の「さい」は「採」ですよね。「採」ではなくて、いしへんの

「砕」、これが砕石敷の「砕」です。字が間違っています。 

       以上です。 

【議  長】 そこら辺、事務局、今のあれを。 

【主任主事】 先ほどの勾配の件につきましては、代理人の方にもおおむね事前にお伝え

しておりまして、やはり北側のほうに流れるように勾配をつくって貯留浸透

槽のほうに流れる計画としておるというところで、高さだとか、勾配の角度

だとかというのは、その辺につきましては詳細な説明は受けていないところ

であります。 

       そして、市の下水道課のほうにも確認しまして、こちらは開発の問題で、

海老名市側から申請者に対して指示をしたところということで、雨水排水に

ついては、雨水排水量を合流式により、降雨強度５０ミリで計算の上、雨水

浸透施設を設置し、区域内で処理をする。また、雨水浸透施設に流入する管

には集水ますを設置するよう指導しているというところまで伺っております

。こちらまでが１番目の質問です。 

       ２点目の出入口の自費施工につきましては、こちらも県のほうからも同じ

ような質問がありまして、自費施工、こちらは排水口が通っていまして、こ

ちらはボックスカルバートとか、どうするかという話ではなく、転用後に現

場合わせで自費施工、蓋がけをするということを伺っております。 

       以上でございます。 

【議  長】 １９番委員、いかがでしょうか。 

【１９番委員】 蓋かけでもいいんですけれども、蓋をどうやってかけるのかなと思った

んです。基本的にボックスカルバートを敷設替えしなきゃ駄目だろうと。今

の現状から蓋をかけるといっても、コンクリートの２０センチぐらいの蓋を

かけないことには耐力がないので、その辺のところが不明確だから、明確に

したほうがいいのではないかと思います。 

       あと、境界はどうなんですか。民民との間の境界は、こういった仮設みた
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いなもので構わないのか。将来的にゆがんじゃうんですよね。万能鋼板とい

うのは、皆さんも知っているように、工事の仮囲いですよ。仮囲いの板を横

使いして単管パイプで押さえただけですよ。そんなもので境界を、ゆがんじ

ゃうんじゃないかと思ってしまうのだけれども、それは構わないのですか。 

【議  長】 いかがですか、事務局。 

【事務局長】 １点目の雨水処理、曖昧な図面の部分があるので、結局、これを協議して

いるのは、敷地内処理という意味では、下水道課のほうでこれを施工するの

にこうしなさいよと、時間５０ミリ降っても耐えられるような、あとは雨量

の計算をさせますよね。恐らくそういう形になって、今現在、ほとんどは自

然に浸透。オーバーフロー分もあれば、あと、北側と南側。恐らく南側は、

出入口なので、さっき言ったように、施設が設置できないので、北側だけに

していると。恐らくこの経過の中で、主任主事のほうから話がありましたよ

うに、流入する管、この設備に管を設置してくださいよと、あとはその際に

は集水ますをつけてくださいよというような話の中で、これが協議、提出さ

れているというような形なので、宅地内の話として、それでいけるからそう

なのだろうという判断を事務局としてはしています。確かに細かい部分はい

ろいろあるのですが。恐らくその辺の勾配については、議論していただけれ

ばいいのでしょうけれども、我々の範疇では、下水のほうでそういうふうに

しているからよろしいのではないかという今の状況でございます。 

       あと、境界の。これについては特段どこからもないのですけれども、西側

はこの地図で見るように、６メートル道路、６メートルといっても実際には

３メートルは素掘りの排水路になってしまっているんです。３メートルない

ぐらいの農道なのですけれども、そこの上の万能鋼板だよと。東側のほうは

、先ほどお話がありましたように、東側は南北に筆が分かれていまして、北

側は水田、ただ作付していない。だから、ここは土留め鋼板、いわゆるＨ鋼

でやるよと。南側が畑なので、ここは万能鋼板で仕切っておくのだろうとい

う意味だと思うのですが、特段、いいか悪いかはあれだけど、問題はないだ

ろうというふうには一応事務局としては判断して、今回、申請を上げさせて

いただきました。 

       あとは、２つ目の南側の出入口についても、先ほど言っているように、現
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場合わせで、当然、水路とかを壊した場合には、補償の問題も出てきますの

で、状況によってはボックスカルバートにするのか、蓋かけにするのかは、

現場合わせで道路サイドもいいよという話なので、状況としては、そうです

かという状況でございますので、何か皆様からあれば、農業委員会としても

もう少し検討が必要かなという部分はあるかもしれませんが、状況としては

以上で、事務局としては、これで申請を受け付けたという状況でございます

。長くなってすみません、以上です。 

【議  長】 よろしいでしょうか。 

       ほかに質疑のある方。２０番委員。 

【２０番委員】 さっきのは海老名市道。 

【事務局長】 海老名市道でございます。 

【２０番委員】 市道でこんなになってもいいということ？折半で、コンマ幾つか、何ミ

リか、分からないけれども、動くということは、市道のほうへ入ってくる可

能性もあるということでしょう。 

【事務局長】 それはあり得ないですね。 

【２０番委員】 動かない。 

【事務局長】 それはあり得ないです。この図面を見ていただくと、恐らく鋼板が。 

【２０番委員】 西側は市道になっていて、東側は地続きになっているけれども、そこへ

折半するわけでしょう。 

【事務局長】 境界より内側に基本的には万能鋼板、この図面どおりでございます。線内

ですけれども、線の上に万能鋼板を乗せてつくるということはあり得ないで

すね。セットバックして。網目、波間の高い部分が、幅のある部分が市道ぎ

りぎりかもしれませんけど。 

【議  長】 よろしいでしょうか。 

       ほかに質疑のある方。８番委員。 

【８番委員】 市役所に出ている書類というのはこれだけなの。ここだけではなくて、ほ

かの部署にも書類は出ているんですよね。出ているのはこれだけなの。 

【主任主事】 はい。 

【８番委員】 次の案件、やっぱりこういった行政の案件が２つありまして、それとこの

図面と大分格差があるような。この図面を見ても、はっきり分からない。私
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なんか素人だから、これを見てもさっぱり分からない。きのう、現地へ行っ

て、ある程度分かりましたけれども、図面の格差がこんなにありますねと。

この程度で役所というのは通しちゃうんですか。こんなわけの分からない図

面で。 

【事務局長】 はっきりしたお答えはできないのですが、今回の本郷については、市のほ

うへ提出されている図面は今現在、これだけだそうです。あとは、恐らく雨

水の雨量の時間５０ミリでの雨量計算の資料は出していると思いますけれど

も。計算するじゃないですか。どのぐらい雨が降って。今、５０ミリが基準

ですので、おっしゃるとおり、業者によって、資料が曖昧さがまちまちでご

ざいます。あとは農業委員会として、まず、例えば下水のほうで、これでい

いよというのであれば下水さんはそうですし、あとは業者のほうも、これは

分かるだろうということで、これを基本的に出してきている。あと、これじ

ゃ分からないよと言って、もっと詳細につくってこいよということはできな

くはないので。ただ、その辺は業者とのやり取りに今後なってしまうかなと

は思うんですが。ただ、役所として、下水も道路もいいのということになる

と、現状ではそういう処理で協議を行っているということでございます。 

【議  長】 暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       ２番委員。 

【２番委員】 今回、駐車場の整備ということで申請が上がっておりますけれども、これ

まで複数の方に資料の内容についてのご質問がございまして、決して十分な

資料ではないというふうに判断されますので、こうした状況はきちっとした

形で整備しないと、今後、隣地に対する影響、あるいは道路も隣接しており

ますから、境界の問題だとか、そういった資料もこの中では全く不備なんで

すね。今回の資料の中には入っていません。境界という言葉が入っているだ

けで、測量図も全くない状況ですから。そういうことからすると、きちっと

した形で資料を整えて再度提出していただいて、次回に審議を行うというふ

うにすることが適切ではないかなというふうに思いますけれども、いかがで

しょうか。 
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【議  長】 事務局、いかがでしょうか。そういう形で進めていただくということで。

よろしくお願いいたします。 

       暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       ２番委員から、質問と意見が出ましたけれども、そのような形で進めさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 では、そのように進めさせていただきます。 

       ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 暫時休憩といたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       それでは、受付番号８については一応差し戻して、来月の定例総会のほう

に再び提出していただけるようお願いいたします。 

       続きまして、受付番号９について、事務局から提案説明をお願いいたしま

す。 

【主  事】 では、受付番号９について、事務局より説明させていただきます。 

       まず、申請地は、門沢橋■■■■■■■■、登記簿地目、田、■■■平米

、ほか２筆、議案書のとおりでございます。転用者は、相模原市南区■■■

■■■■■■■■、■■■■■■■■■■、■■■■■■■■■、譲受人は

、高座郡寒川町■■■■■■■、■■■■、議案書のとおりです。転用の目

的は、資材置場、権利の種類は、所有権の移転です。現地の案内図等につき

ましては、資料６－１を御覧ください。 

       なお、そのほかの資料につきましては、現地の案内図及び写真のほかに、

公図、土地利用計画図、造成計画断面図、造成計画平面図、小型ＲＣ鉄筋コ

ンクリート擁壁、ＣＢコンクリートブロック構造詳細図をお配りしておりま
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す。資料６－１から６－６までございます。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。１３番委員。 

【１３番委員】 申請地は、この申請地の東側は住宅及び駐車場、資材置場になっており

ます。西側のみ田んぼということで、実は申請地の一番奥側、資料６－３の

■■■■■、■■さんという方が、現在、田んぼで稲作をやっておられまし

て、ここに水路が、要は水を引くところを止められてしまうと、今までこの

申請地から水をいただいていたんですが、それが止まってしまうということ

で、申請地に対してＵ字溝で水路を設けるというような話がありましたもの

で、現在、非常に小さな面積なんですが、いつ農転等にかかるか、そんな冗

談もあったんですが、やはり申請者から見ますと、この水路が断たれること

によって、もう使い物にならなくなってしまうというようなことを心配しま

したが、申請どおり、水路を持っていただけるということになりましたもの

で、それについては、また、それ以外のものについては特に問題なしという

ことで了解いたしました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  事】 本件につきまして、まず、本申請地を選定した理由ですが、転用者である

■■■■■■■■■■は、土木工事全般を請け負う業者であり、現在は相模

原市南区■■■■■■■■■■■■、地積、■■■平米の土地を借りて運営

しておりました。しかし、その土地の地主様より、昨年末より、親戚に土地

を譲りたいということで、撤去の依頼を受け、代替の土地を探さなければな

らなくなったそうです。転用者は現在、座間市に１社、海老名市内に３社の

取引先があり、各取引先の所在地から見た利便性や圏央道、東名高速道路と

いった道路網の発展といった点から、海老名市の土地を中心に候補地を探す

こととなり、中新田近辺の市街化区域や綾瀬市の土地なども当たりましたが

、地主様の許可や、面積の関係で適地が見つからず、最終的にそれらの要件

を満たす本申請地を選定したとのことです。 

       続いて、差替えでお配りしました追加資料６－３の土地利用計画図を御覧
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ください。こちら、上が北を指しております。敷地内全体は新設砂利敷き舗

装、敷地内の東西及び南側の隣地にはそれぞれ農地と宅地があり、接する側

には新設のコンクリートブロック３段積みにて土留めを行い、敷地内に設置

予定の砂置場や残土一時置場、各資材置場については、防除シートを使用し

、土砂及び雨水等の流出を防ぐ計画となっております。また、雨水について

は、敷地内北側及び南側に浸透可能な施設を設置し、排水については水勾配

をつけ、処理する計画となっております。なお、資金の面においても、事業

計画書及び見積書内にて適切に管理されており、問題がないことを確認して

おります。なお、近隣農地の田んぼへの水の流れについて、先ほど１３番委

員よりご説明がございましたが、新たに申請地の東側に水路を設置し、南側

隣地の５８９番の田んぼへの水が閉ざされないよう、北側から南側へ水が流

れるようになる旨を伺っておりますので、そちらも問題ないことを確認して

おります。 

       また、新設する水路の水の出し入れや、転用後の永続的な管理につきまし

ては、転用者である■■■■■■■■■■が全て行う旨を、■■■■所有者

であります■■様と転用者の■■■■■■の双方で話し合っており、合意を

得ていることも代理人より確認済みです。 

       続いて、本件申請地の農地の立地基準につきましては、こちらは別紙の資

料６－１の中段に記載してありますとおり、こちら、農用地区域外にあり、

甲種農地、第３種農地の要件はなく、ＪＲ門沢橋駅からおおむね５００メー

トル以内の区域にありますため、第２種農地と判断しております。また、誓

約書により、許可後の転用目的どおり、使用の制約や隣地同意書による近隣

農地所有者からの同意を得ており、市のまちづくり条例に基づく許可も終了

していることから、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲の土地へ

の被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請地につきましても、昨日、調査してまいりました。先ほど１３番

委員からの話がありましたとおり、この申請地、３筆の一番下の■■■■■

と接しております■■■、■■■■さんの土地。■■■■さんの土地は、水
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稲が植えつけされておりまして、青々としておりました。そして、図面等か

らも、水をどうするのかということでよく見ていましたところ、側溝を設置

して水路を確保するということでしたので、計画どおり施工されれば、特に

問題はないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号９について、質疑のある方。 

【１９番委員】 手前の田んぼに入れる水路というのは、どこにＵ字溝が入るんですか。

図面に載っていますか。言っていましたよね。■■■■の田んぼに水を入れ

なくちゃいけないので。これ、図面上に載っていない。どこに入っています

か。この土地を通すんでしょう。 

【４番委員】 Ｕ字溝はたしかなかったですよ。現地の説明の中でも。 

【事務局長】 東側の水利に関しては、特にＵ字溝を設置しての水路ではないというふう

に伺っております。東側の■■宅、■■■■の土地が、コンクリート壁にな

っているんですが、それから３０センチ、水路としてコンクリートブロック

を今回の業者がやって、その３０センチの間を水を流す。現在、先ほど説明

があったように、北が用水路になっていまして、東西、北の用水路から今回

転用地、水稲を作付していて、そこに水を入れて、水を取って、この田んぼ

から田越しで■■■■、ちょうどはすになる■■■■さんのところに今まで

入れていたということで、３０センチ東側に水の流れを設けることによって

、今までどおり、■■■■さんのところに水を供給するというふうに聞いて

おります。Ｕ字溝は入れません。 

【１９番委員】 素掘り。 

【事務局長】 そういうことですね。下は土でずっと。 

【１９番委員】 要は水利権の問題ですよね。この方は水利権の権利があるはずなので、

水をもらったので、権利がありますよね。基本的にはその水利権がきちっと

保障されるのかどうか。この田んぼの方に対して。転用地の所有者の。 

【事務局長】 先ほど言っているように、新しくなる所有者と■■■■さんが、協議はそ

れでいいですと。参考までに左岸の土地改良区、これは左岸の土地改良区区

域内だと意見書をもらうんですが、近隣に水を迷惑がかかるようにしないこ

とみたいな、そういう意見が出されています。 
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       あとは、１点、農業委員会として、先ほど、周りに水が行かなくなっちゃ

うから、そんなことはやめてくださいねと言うんですけど、それ以上、コン

クリート、Ｕ字溝を入れて、どういうふうにしなさいとか、どこに水路をつ

けなさいとか、その辺の指示はうちじゃないので、例えばそれは地元の生産

組合から上がってくるとか、左岸の土地改良区から上がってくるとか、あと

はお２人の中の話でということなので、こういうふうな計画だと。一応水は

これで流れるというふうに判断して、この図面は受けています。 

【１９番委員】 じゃ、何らかの文書の取決めはしていないんですね。この水の権利に関

しては。将来、この業者がつぶしてしまうかもしれない。だけど、つぶされ

ちゃったら、田んぼ、できないじゃないですか。でも、この人は文句を言え

なくなっちゃう。 

【事務局長】 それを文書で残しなさいとかということも、うちは直接。 

【１９番委員】 できない。 

【事務局長】 それは相対。 

【１９番委員】 再提案。 

【事務局長】 そういうことをやるということで。しているかしていないかは確認。 

【主  事】 代理人の方に確認しまして、特にそういった書面での誓約はしていなくて

、あくまで口頭でやっているということで一応話は聞いております。 

【事務局長】 現場で立ち会って。 

【１９番委員】 基本的にこっちはアドバイスをして、書面をつくってよということは言

えないんですか。 

【事務局長】 つくったほうがいいんじゃないのみたいな、つくっていますかと確認した

ら、つくっていないですと言われて。 

【１９番委員】 トラブルになったって農業委員会は知らないよ、関係ないよとなっちゃ

うのね。 

【事務局長】 こういうふうにつくりなさいとは言えない。 

【１９番委員】 つくりなさいとは言えないですけれども、水利権の問題があって、水を

もらう権利はこの田んぼにはあるので、裁判になればそういう形でもめるん

だけど。分かりました。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

       受付番号９を許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

       続きまして、受付番号１０について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

       暫時休憩いたします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       続きまして、受付番号１０について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号１０でございます。 

       申請地は、中野■■■■■■■、こちらは郵政の物流施設の南側になりま

す。登記簿地目、田、面積、■■■平米、ほか５筆、議案書のとおりでござ

います。転用者は、横浜市緑区■■■■■■■■■■■■、■■■■■■、

■■■■■■■■、■■■■■■■■■、譲渡人は、中野■■■■■■■■

■、■■■■、ほか７名、議案書のとおりです。転用の目的は、資材置場、

権利の種類は、所有権の移転でございます。現地の案内図等につきましては

、資料７－１から資料７－７を御覧ください。 

       なお、資料につきましては、現地の案内図及び写真のほか、公図、土地利

用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図、小型ＲＣ擁壁、コンクリート

ブロック構造詳細図面及びＬ型擁壁の構造図面をお配りしております。 

       以上です。 

【議  長】 提案説明が終わりました。 

       地区委員の意見をお伺いいたします。１８番委員。 

【１８番委員】 代理人の方が７月８日に自宅に参りまして、その説明を聞きました。ち

ょっと気になったのは、実際、今回転用される場所の西側がまだ田が残って
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いますので、入り口、入水と出水の水路がありますので、そこだけは確保し

てもらわないと、というところがあって、結果的に水路から水を引くところ

の末端が転用される場所なので、そこに対して水は必要なくなるというとこ

ろなんですが、その西側にある田んぼの水がちゃんと入るところと、水が出

せるところというところだけはちゃんと確保してもらいたいというお話をし

て、そこの場ではそういう話でちゃんとしますというお話だったので、かつ

、おとといぐらいにそこを見にはいったんですが、特に転用があるというこ

とで、耕作とかはなかったと思うんですが、荒れていることなく、ちゃんと

田として、去年もちゃんと作付されていましたので、確認としては了解とい

うことで押印させていただきました。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 詳細説明に入る前に、先ほどの提案説明で修正をさせていただきま

す。私、先ほど、譲渡人のところ、中野■■■■■■■■■、■■■■、ほ

か７名というふうに説明してしまったんですが、すみません、ほか５名でご

ざいます。そちら、修正させていただきます。 

       それでは、詳細説明をさせていただきます。 

       本件の転用者である■■■■■■■■、こちらは、先ほどの提案説明でも

述べましたとおり、横浜市緑区■■■■■を所在地とする建築土木工事を総

合的に請け負う会社でございます。現在、所在地からほど近い横浜市旭区■

■■■の中に■■■■■平米の土地を借地し、そこを資材置場及び駐車場と

して利用しております。ですが、このたび、そちらの地権者の方から、借地

契約の解約の申入れがございまして、早期に立ち退きをしなければならなく

なったため、新たな駐車場及び資材置場の土地確保が急務となったことから

、本件の申請に至っております。 

       本市を選定した理由につきましては、■■■■■■■■の取引先企業が海

老名市、平塚市、厚木市と、この県央地域に集中しておりまして、中でも海

老名市を所在地とする取引先企業が多かったためであるとのことです。また

、地形や面積、周辺の道路環境等、置場としての利便性にもすぐれており、

従前の置場と同等規模の面積が必要であることから、本申請地を選定したと
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のことです。本申請地以外では、当初は大谷北■■■地内におきまして、駐

車場ですとか、資材置場の土地の交渉を行っておりましたが、地権者からの

合意が得られず、断念しております。 

       続いて、本件申請地の農地の立地基準につきましては、こちら、第３種農

地となります。別紙資料７－１の中段に記載してありますとおり、本申請地

は農用地区域外にあり、甲種農地の要件に該当せず、北側道路に上水管、下

水管が埋設されている道路の沿道の区域にあり、かつ、おおむね５００メー

トル以内に門沢橋小学校及びかどさわばし歯科が存する区域にあることから

第３種農地と判断できます。 

       続きまして、資料７－３の土地利用計画図を御覧ください。図のほうなの

ですけれども、左が北側を指しております。敷地全体を新設の砂利敷きとし

、東西の北側に雨水浸透施設を新設し、水勾配をつけることにより、雨水浸

透施設へ流し、雨水対策を行う計画となっております。また、消防法の規定

によりまして、敷地南側に防火水槽を設置いたします。車両の進入につきま

しては、北側の道路から出入りを行います。南側のほうには１メートルのＲ

Ｃ、要は鉄筋コンクリート擁壁を設置いたしまして、東西にはコンクリート

ブロックを３段積むことにより、隣接地に影響を及ぼさないようにしており

ます。誓約書により、許可後の転用目的どおり、使用の制約や隣地同意書に

よる近隣農地所有者からの同意も得ており、市のまちづくり条例に基づく協

議も終了していることから、転用が不確実とされる要因は確認できず、周囲

の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと思われます

。 

       以上でございます。 

【議  長】 それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】 この申請地につきましても、昨日、現地調査をしてまいりました。転用を

進めていくというような形を地主の方も思っているということで、現在、こ

の水田には作付がされていないような状態でした。また、隣接地に対しまし

て被害防除対策もするというような計画がありますで、そのとおり、計画ど

おり施工されれば、周辺の耕作にも問題がないと思われます。 

       以上です。 
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【議  長】 それでは、受付番号１０について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきます。 

       受付番号１０を許可相当とすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、許可相当といたします。 

       ここで暫時休憩としたいと思います。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       再び、前に戻っていただきたいと思う議題があります。７ページに戻って

いただいて、受付番号８の件でございますけれども、事務局、お願いいたし

ます。 

【事務局長】 先ほどご審議いただいた５条の受付番号８の件でございます。今回、先ほ

どの審議の中では、簡単な言葉で言うと、差し戻して来月再審議というふう

に皆さんにご賛同いただいたかと思いますが、休憩中、いろいろ農地法の制

度とか概要とか、あとは多方面、開発とか、あと、この資料は、県の農地課

のほうにも行っていますので、そういったことから鑑みて、今、資料の不備

がかなり指摘されたとは思うんですが、簡単に言うと、これだけの対抗要件

で審議にならないというのはどうなのかなというような部分もございました

ので、その中で、農業委員会としても、ここで延ばすということについて、

ほかとの絡みが出て、または今言ったようなことで、例えば海老名の農業委

員会として物申すところは物申させていただくような形で、それによっては

、簡単に言ったら条件をつけたりなんですけれども、それでご審議、今日、

いただいたほうが、その辺を含めて審議いただければなと思って、この件に

ついて、もう１回皆さんにお諮りをさせていただいたほうがよろしいのかな

ということでございます。 

【議  長】 それでは、審議をさせていただきたいと思います。 

       今、局長が言われたのですけれども、この件につきまして、再度、審議し
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たいと思うのですけれども、そのことに賛成の方の挙手を求めます。 

【５番委員】 内容が分からない。 

【議  長】 内容といたしまして、先ほど、来月に回すという形になったのですけれど

も、そこら辺で、ちょっと難しい点があるということで、今、下で話してき

まして、もう１回、話を煮詰めて、決議をしようということなんですけれど

も。 

【５番委員】 よく分からない。正直言って。１回決まったものですから、それをまた審

議をし直さなきゃいけないというのはよく分からない。 

【事務局長】 難しく言うと…。 

【議  長】 暫時休憩とします。 

         （休 憩） 

【議  長】 それでは、再開いたします。 

       先ほどの受付番号８の件ですけれども、現地調査班、その他いろいろ、先

ほど審議をいただきましたので、これにつきまして、質疑のある方、ひとつ

よろしくお願いをいたします。 

【１９番委員】 一応条件をつけるという形で許可をするということでお願いできますか

。転用の関係はもう問題はないので、あと図面的なちょっと問題もありまし

たけれども、多少それなりの条件をつけて、よろしくお願いしますという形

。 

【議  長】 今、１９番委員のほうから、条件つきで許可というような形になりました

けれども、そのような形でよろしいでしょうか。 

【１９番委員】 条件の中身、資料。 

【事務局長】 ちょっと確認させてください。先ほどから、これじゃ駄目よといったのが

、一番問題になっているのが、雨水の処理ですね。これについて、もう少し

皆さんが分かるような書類、今後どうしていく。まちづくりの協議の中では

、管を入れてどうのこうのとは言っていますけれども、そこまでやるかどう

かは。やらなきゃ駄目だよと、下水も言っていませんので、今後どうするの

かを含めて。もしそうするのであれば、浸透槽のほうに管を入れて、ますを

入れるのであれば、その図面があれば。もしそういうことをやらないという

のであれば、それは下水との協議なので、あれなんですけれども、そういっ
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た資料をまず雨水処理について。 

       あとは、出入口を今のところどういうふうに考えているのか、現場合わせ

はするんでしょうけど、現場合わせするにしても、ボックスカルバートの場

合だったらどういうふうな形に考えているのか。 

【１９番委員】 基本的に自費工事というのは、役所の構造物を業者がつくると、要はお

金の負担をしながらつくると、最終的にはそれを市のほうに受け取ってもら

いたいという工事ですから。ですから、当然、市としては市のタイプがあり

ますよね、いろいろな排水のタイプがあるので、それにのっとった形の構造

物をつくってもらいたいというのがあれです。 

【事務局長】 恐らく上に出すんだと思います。その辺の資料がもうできていればですけ

ど。 

【１９番委員】 市が受け取れば問題ないので。 

【議  長】 その２点という形で、それを許可相当の条件として許可をすることに賛成

の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。それでは、許可相当といたします。 

       それでは、次に、議案書９ページ、日程第３、議案第４１号 引き続き農

業を行っている旨の証明についてを議題といたします。 

       受付番号２３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主任主事】 この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受ける方が、３年ごとに引き続

きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要なもので

ございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている農地を農地

として管理してきたかどうかを農業委員会が証明するものでございます。 

       受付番号２３、被相続人は、国分南■■■■■■■■、■■■■、相続人

は、国分南■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間は

、令和２年７月２９日から令和５年７月２６日までです。特例農地等の明細

ですが、国分南■■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、生産

緑地内、■■■平米、ほか３筆、合計、■■■■■平米、議案書のとおりで

ございます。事務局で７月１４日に現地調査をしたところ、農地として適正

に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 
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       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 質疑、意見もないようでございますので、受付番号２３について、採決を

させていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認といたします。 

       次に、議案書１０ページ、日程第４、議案第４２号 農用地利用集積計画

（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

       受付番号２４について、事務局から提案説明をお願いをします。 

【主任主事】 こちらの案件につきましては、この後、議案書１３ページ、そのほか、法

に基づく許認可等の審議によらない案件の（２）農地の使用貸借権の解約に

ついてと連動しておりますが、先にこちらの案件をお諮りいたします。 

       それでは、提案説明に入ります。 

       改正前の農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事

者より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程いたします

。この審議を経て、海老名市に対し計画（案）を送付しまして、農用地利用

集積計画を定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用地利用

集積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じます。

海老名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を１

２月末としております。 

       それでは、提案説明をいたします。 

       受付番号２４、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し手は、

泉■■■■■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、上郷■■

■■■■■■、現況地目、田、地積、■■■平米でございます。貸し借りの

種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和５
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年８月１日から令和７年１２月３１日までの３年間でございます。こちらは

農業振興地域内、１件の新規の計画となります。この案件につきまして、７

月１４日に事務局で現地確認をしたところ、現地は農地として適正に管理さ

れておりました。また、借り手は市内農業者であり、農用地集積計画の法定

要件が定められている改正前の農業経営基盤強化促進法第１９条第４項の各

要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号２４について、質疑のある方はお願いいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号２４について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１１ページ、日程第５、議案第４３号 農地法第１８条第６

項の規定による通知についてを議題といたします。 

       受付番号４について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、農地法第１８条第６項の規定による通知についてでござ

います。 

       先ほどの議案書６ページ、受付番号２２の農地法の３条に関連する項目と

なります。 

       農地法第１８条第６号の規定に基づき、農地の賃貸借の当事者について合

意解約が行われた旨の通知がありましたので、報告いたします。 

       それでは、受付番号４、届出地は、大谷■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、田、面積、■■■平米、ほか１筆、議案書のとおりでございます

。賃貸人は、東京都品川区■■■■■■■■■■■■■■■■■、■■■■

、賃借人は、大谷南■■■■■■■、■■■でございます。農業経営基盤強

化促進法第１８条の農用地利用集積計画作成による賃貸借の合意解約です。
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合意により解約する日は、令和５年７月３日、土地の引渡し日は、令和５年

７月３日でございます。なお、事務局で７月１４日に現地確認を行い、農地

として管理されていることを確認しました。特に問題ないと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、受付番号４について、質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号４について、採決をさせていただきます。 

       賛成の方の挙手を求めます。 

         （挙 手） 

【議  長】 挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

       次に、議案書１２ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議によ

らない案件の（１）農地造成工事施工届出書についてを案件といたします。 

       受付番号３について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】  それでは、受付番号３、農地造成は、農地の切土、盛土によって

農地等の形質を変更することを言いますが、海老名市では軽易な農地造成を

行う場合には、海老名市農地造成工事指導要綱に規定する届出を出していた

だくこととしています。具体的には、１，０００平米以下で高さ１メートル

以下の盛土、切土であって、耕作中の中断期間が３か月以内のものについて

がこの手続の対象でございます。 

       受付番号３、申請地は、上河内■■■■■■■■、登記簿地目、田、現況

地目、田、面積、■■■平米、農用地区域外の田です。土地所有者は、本郷

■■■■■■■■、■■■■、施工業者は、綾瀬市■■■■■■■■■■、

■■■■、■■■■■■、申請地を畑として利用するための田から畑への盛

土の届出です。盛土については綾瀬市吉岡の圃場の土を使います。申請地の

地図は資料８－１、資料８－３には計画図をお配りしております。 

       資料８－３を御覧ください。土地利用計画図断面図でございます。上が北

、下が南でございます。隣地からそれぞれ５０センチセットバックし、盛土
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した土と合わせて表土とするそうです。最終的には、道路からの高さは３０

センチ以下とし、四方は３０度の法面にて処理、隣地の同意も得ており、問

題ないかと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】 現地は現在水田でございますけれども、今年の作付はしておりません。所

有者は、■■■■という方ですけれども、この方がこの近所で、その下の受

付番号４にありますように、■■■さんという方がこの近くで５０メートル

以内ぐらいのところに自宅と、それから、５０アールぐらいの花を栽培して

いるという方なのですけれども、その方が埋めたところを借りて、そこに花

を栽培したい、いわゆる規模を拡大したいというふうな申出に基づいて、こ

の■■■■さん、所有者がこの届出を提出されたというふうに聞いておりま

す。状況としては、それぞれ条件に沿った形で行われれば、特に問題はない

のかなというふうに考えております。 

【議  長】 それでは、受付番号３について、質疑のある方はどうぞ。 

【１９番委員】 まず１点です。これは届出なんですけれども、施工状況というか、完了

届は出す必要があるのかというのが１点。工事が終わった完了届を出す必要

があるのか、それが１点。 

       もう１つは、文字の間違いがあって、これ、「方面３０度」と書いてある

けど、意味が分からないです。多分、「法面」の言葉の間違いですね。「法

面３０度」の間違いだと思います。 

       あと、図がちょっと間違っているので、これは事務局のほうにお渡ししま

す。直して。 

       以上です。 

【事務局長】 完了届のほうは提出していただきます。 

       こちら、図面のほうは、法面の間違いかと思います。 

【１９番委員】 完了届は写真をつける予定なんですか。あくまで表の  だけ出して、

完了という報告だけの完了届なんですか。 

【主幹兼管理係長】 写真も添付しての。 
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【議  長】 ほかに質疑のある方。 

【８番委員】 ■■さんと同じような質問なんですけれども、これ、「犬走り５０㎝」と

書いてありますよね。方面、法面３０度。これ、犬走りというのは平らな面

をつけるということなんですか。平らの面を５０センチつくって、そこから

法面３０度ということなんですか。文字とこの文章が。５０センチ平らにし

て、そこから３０度つけるということですね。 

【議  長】 ほかにございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、農地造成工事については了承としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       続きまして、受付番号４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼管理係長】 それでは、受付番号４、申請地は、上河内■■■■■■■でござい

まして、ちょうど市役所の前の道路、これをずっと南のほうに行っていただ

きますと、県道厚木藤沢にぶつかるところに、左側ですか、コンビニエンス

ストアがあるかと思います。その手前に木村歯科という歯医者さんがござい

まして、そのすぐ北側の田んぼが当該地でございます。登記簿地目、畑、現

況地目、田、面積、■■■平米、農用地区区域外の田でございます。土地所

有者は、上河内■■■■■、■■■、施工業者は、綾瀬市■■■■■■■■

■■、■■■■、■■■■■■、申請地を畑として利用するための田から畑

への盛土の届出でございます。盛土は綾瀬市吉岡の圃場の土を使います。申

請地の地図は資料９－１、資料９－３には計画図をお配りしております。 

       資料９－３を御覧いただきたいと思います。土地利用計画図断面図になっ

ております。上が北、下が南でございます。先ほどと同じように、隣地から

それぞれ５０センチセットバックし、盛土した土と合わせて表土とするそう

です。最終的に道路からの高さは３０センチ以下としまして、四方は３０度

の法面にて処理、隣地の同意も得ており、問題ないかと思われます。 

       以上です。 

【議  長】 説明が終わりました。 
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       それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】 これも先ほど申し上げた■■■さんの、これはもともとの所有地、田んぼ

だったんですけれども、田んぼを埋めて、先ほどのように花卉栽培を広くや

っておりますので、そういった形の土地利用を図っていきたいという形での

届出です。条件としては、先ほど法面等の関係はありますけれども、一応図

面に沿った形で、この条件でやっていただければ、特に問題はないかという

ふうに考えております。 

       以上です。 

【議  長】 それでは、受付番号４について、質疑のある方はどうぞ。 

【１２番委員】 この３番、４番、関係するのですけれども、工事の終了期間というのが

書いていないのですが、大体どのぐらいを見ているんでしょうか。 

【主幹兼管理係長】 先ほどの受付番号３の上河内■■■■■■■■、こちらのほうの工

事の着工予定日は８月１日、工事の完了予定日は１０月末日になっておりま

す。 

       今ご説明いたしました受付番号４番、永池のほうですけれども、こちらが

工事の着工予定年月日が８月３０日、工事の完了予定年月日が１１月３０日

となっております。 

       以上です。 

【議  長】 ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、農地造成工事については了承としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１３ページ、（２）農地の使用貸借権の解約についてを案件

といたします。 

       受付番号４について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主任主事】 受付番号４、届出地は、上郷■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地

目、田、■■■平米、貸人は、泉■■■■■■■■■■■■■、■■■■、

借人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、農用地利用集積計画作成により
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行われていた水田の使用貸借の解約となります。合意による解約を令和５年

７月１日に行い、農地の引渡しについても、令和５年７月１日に行うという

届出内容になっております。この農地につきましては、事務局で７月１４日

に現地調査を行い、農地として適正に管理されていることを確認いたしまし

たので、特に問題ないと思われます。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       質疑のある方はどうぞ。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、了承とさせていただきたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、了承といたします。 

       次に、議案書１４ページから１５ページ、（３）農地転用届出による専決

処分についてを案件といたします。 

       １４ページの農地法第４条、１件、１５ページの第５条の７件について、

事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主任主事】 農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、原則と

して県知事の許可を受けなければならない旨、規定されておりますが、市街

化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合には、許可

を要しないこととなっております。それを定めているのが農地法第４条第１

項第７号と農地法第５条第１項第６号です。 

       議案書１４ページ、農地法第４条第１項第７号の規定による届出です。届

出期間につきましては、令和５年６月１日から６月３０日までの間に届出が

されたものです。受付番号１２の１件で、田、０平米、畑、１３１平米でご

ざいます。 

       続きまして、議案書１５ページ、農地法第５条第１項第６号の規定による

届出です。届出期間につきましては、令和５年６月１日から６月３０日まで

の間に届出がされたものです。受付番号１９から２５の７件で、田、０平米

、畑、２，４９１．８３平米、７件の合計面積でございます。これらにつき
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まして、専決処分で受理したことを一括して報告いたします。 

       以上でございます。 

【議  長】 説明が終わりました。 

       それでは、一括して質疑をお受けいたします。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

         （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

       次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 それでは、事務局からは。 

【事務局長】 ございません。 

【議  長】 ないようですので、本日の定例総会は終了とさせていただきます。 

       ２番委員から閉会のご挨拶をよろしくお願いいたします。 

【２番委員】 本日は長時間にわたりまして慎重審議を賜りましてありがとうございまし

た。 

       以上をもちまして、令和５年第７回定例総会を閉会させていただきます。

大変ありがとうございました。 

 


